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税務訴訟資料 徴収関係判決 平成３０年判決分（順号２０１８－６） 

横浜地方裁判所小田原支部 平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

国側当事者・国 

平成３０年２月８日認容・確定 

 

判 決 

原告 国 

同代表者法務大臣 上川 陽子 

同指定代理人 佐藤 武 

同 高野 剛 

同 加藤 晴康 

同 小田 隆弘 

同 赤間 覚 

同 福島 愼一郎 

同 野上 隆之 

同 藤山 秀樹 

同 秋丸 修 

同 前中 沙織 

被告 有限会社Ｙ 

同代表者代表取締役 Ａ 

 

主 文 

１ 被告は、原告に対し、６１８万１１５０円及びうち４０２万７９００円に対する平成２７年７

月１日から、うち２１５万３２５０円に対する平成２７年８月１日から各支払済みまで年６分の

割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 主文同旨 

第２ 事案の概要 

 本件は、原告が、Ｂ（以下「訴外滞納者」という。）に対する租税債権を徴収するため、訴

外滞納者が被告に対して有する請負代金債権について、差押えの上、取立訴訟を提起した事案

である。 

１ 請求原因 

 別紙「請求の原因」記載のとおりである。 

２ 請求原因に対する認否 

 請求の原因１ないし６について争うことを明らかにしない。 

３ 請求原因に対する抗弁 
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（１）抗弁（１）（免除） 

ア 訴外滞納者は、被告から請け負った工事について、更に外注し、外注先に対し、下職等

の日当の外注費支払債務を負っていた。 

イ 被告は、平成２７年６月１６日、同日の債権差押通知書到達時に債務がある旨の東京国

税局長宛ての債務承認書を提出した。 

 その際、被告は、東京国税局の担当職員に対し、被告の工事について訴外滞納者が外注

した下職等の日当を、被告が訴外滞納者の代わりに支払わないと、被告の工事に支障が出

ることから、外注費等の立替払分を相殺して差押金額を納付すると伝え、同担当職員はこ

れを了解した。 

 被告は、上記外注費及び税理士Ｃ（以下「Ｃ」という。）に対する報酬を訴外滞納者に

代わって立替払いし、東京国税局の担当職員に対し、外注費合計３８８万７５００円及び

Ｃに対する報酬１４万０４００円を支払った旨の領収証を提出した（以下「本件立替金債

権１」という。）。 

ウ 被告は、東京国税局の担当職員に対し、同年８月３日、債権差押通知書到達時に債務が

ある旨の東京国税局長宛ての債務承認書を提出した。 

 被告は、その際、同年６月１６日と同様に、外注費等の立替払分は相殺して差押金額を

納付すると伝え、同担当職員はこれを了解した。 

 被告は、訴外滞納者に代わって外注費を立替払いし、同担当職員に対し、合計２１５万

３２５０円を支払った旨の領収証を提出した（以下「本件立替金債権２」といい、本件立

替金債権１と併せて「本件各立替金債権」という。）。 

（２）抗弁（２）（相殺） 

ア 被告は、前記第２、３（１）のとおり、訴外滞納者に対し、本件各立替金債権を有して

いた。 

 被告は、訴外滞納者に対し、本件立替金債権１をもって、訴外滞納者の本件債権１とそ

の対当額で相殺し、本件立替金債権２をもって、訴外滞納者の本件債権２とその対当額で

相殺するとの意思表示をした。 

イ 訴外滞納者が負っていた外注費支払債務、被告の本件各立替金債権は、本件債権１の差

押え及び本件債権２の差押え（以下、併せて「本件各差押え」という。）より前に発生し

ていた。 

４ 抗弁に対する認否等 

（１）抗弁（１）（免除）について 

 東京国税局の担当職員が、被告に対し、本件債権１及び本件債権２と外注費等の立替払分

の相殺を認める旨の発言をした事実はない。 

（２）抗弁（２）（相殺）について 

 被告が本件立替金債権１及び本件立替金債権２を取得した時期は、各外注先及びＣの領収

証に記載された領収日付である平成２７年６月２９日及び同月３０日並びに同年７月３１日

である。いずれも本件各差押えを行った同年６月１６日よりも後である。 

 本件各立替金債権を自働債権とする相殺をもって、差押債権者である原告に対抗すること

はできない。 

第３ 当裁判所の判断 
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１ 請求原因について 

 請求原因１ないし６について、被告において争うことを明らかにしないから自白したものと

みなす。 

２ 抗弁（１）（免除）について 

 証拠（甲１７ないし１９（いずれも枝番号含む。））によれば、原告は、被告に対し、平成２

７年７月１０日に被告に到達した「差押債権に係る弁済の履行催告書（決議用）」と題する書

面をもって、被告が本件債権１の一部しか弁済しないことから全額を弁済するよう催告したこ

と、原告は、被告に対し、平成２８年９月１日に被告に到達した「差押債権支払催告書」と題

する書面をもって、本件債権１及び本件債権２の全額を弁済するよう催告したことが認められ

る。このことに照らすと、東京国税局の担当職員が、被告に対し、平成２７年６月１６日及び

同年８月３日に、本件債権１ないし本件債権２と外注費等の立替払分の相殺を認めるなどと発

言して、本件債権１及び本件債権２のうち、被告が立替払する分について、免除の意思表示を

したとの事実を認めることはできない。 

 よって、抗弁（１）は理由がない。 

３ 抗弁（２）（相殺）について 

 証拠（乙１ないし２６）によれば、被告は、訴外滞納者に代わって、平成２７年６月２９日

から３０日までの間に外注先に対して外注費を支払い、同月３０日にＣに対して報酬を支払っ

たことにより、同月２９日から同月３０日までの間に訴外滞納者に対する本件立替金債権１を

取得したこと、被告は、訴外滞納者に代わって、同年７月３１日に外注先に対して外注費を支

払ったことにより、同日に本件立替金債権２を取得したことが認められる。 

 本件各差押えがされたのは同年６月１６日であるところ、被告は、本件各差押え後に訴外滞

納者に対して取得した本件各立替金債権による相殺をもって、原告に対抗することはできない。 

 また、被告は、本件各差押えより前に、訴外滞納者が外注先やＣに対する外注費支払債務、

報酬支払債務を既に負っていたから、被告が本件差押え後に本件各立替金債権を取得したとし

ても相殺を差押権者に対抗できるとも主張するようであるが、同主張は民法５１１条の解釈上

取り得ないのであって、採用することはできない。 

 よって、抗弁（２）は理由がない。 

４ 結論 

 したがって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。 

 

横浜地方裁判所小田原支部民事部 

裁判官 堤 恵子 
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（別紙） 

 

請求の原因 

１ 当事者 

 訴外Ｂ（以下「訴外滞納者」という。）は、「Ｄ」との屋号を使用して、型枠工事を行う者である

（甲第１号証）。 

 被告は、建物建築請負業を主たる目的とする有限会社である（甲第２号証）。 

２ 原告が訴外滞納者に対し租税債権を有すること 

 原告（東京国税局長）は、訴外滞納者に対し、平成２７年６月１６日当時、別紙租税債権目録１

記載のとおり、既に納期限を経過した租税債権合計４１３４万９２８４円（本税が未納のため未確

定の延滞税の額を除く。以下、未確定延滞税を含めた同租税債権を「本件租税債権」という。）を

有していた（甲第３号証）。 

 なお、本件租税債権の額は、平成２９年７月３日現在、別紙租税債権目録２記載のとおり、合計

４３５９万３０３４円（本税が未納のため未確定の延滞税の額を除く。）となっている（甲第４号

証）。 

３ 訴外滞納者の被告に対する被差押債権が存在すること 

（１）訴外滞納者は、平成２６年９月２７日ころ、被告から、Ｅ新築工事を２９１８万円（税込）で

請け負った（甲第５号証）。 

（２）訴外滞納者は、平成２７年３月１９日ころ、被告から、Ｆ新築工事を３００７万円（税込）で

請け負った（甲第６号証）。 

（３）訴外滞納者は、同年５月１日から同月３１日までの間、被告から、被告が施工する工事（同年

５月３１日付け請求書に「Ｇ」「Ｈ班応援」「Ｉ班応援」と記載された各工事、甲第７号証）に職

人を派遣して工事を施工することを請け負い、被告が、訴外滞納者に対し、職人１人につき２万

円及び「職長会費立替分」として職人１人につき１万５０００円を支払うことを合意した。 

（４）訴外滞納者は、同年６月１日から同月１６日までの間、被告から、被告が施工する工事（同年

６月３０日付け請求書に「Ｊ班応援」と記載された工事、甲第８号証）に職人を派遣して工事を

施工することを請け負い、被告は、訴外滞納者に対し、職人１人につき２万円を支払うことを合

意した。 

（５）訴外滞納者は、同年５月１日から同月３１日までの間、上記（１）及び（２）の工事の一部を

完成させ、また上記（３）の各工事に職人を派遣して工事を施工させた。これにより、訴外滞納

者は、同年６月１６日の時点において、被告に対し、請負代金債権７５１万５０００円を有して

いた（甲第７号証、同第９号証、以下「本件債権１」という。）。 

（６）訴外滞納者は、同年６月１日から同月１６日までの間、上記（２）の工事の一部を完成させ、

また上記（４）の工事に職人を派遣して工事を施工させた。これにより、訴外滞納者は、同年６

月１６日の時点において、被告に対し、請負代金債権３６８万円を有していた（甲第８号証、同

第１０号証、以下「本件債権２」という。）。 

４ 原告による本件債権１及び同２の差押え並びに取立権の取得 

 原告は、同年６月１６日、本件租税債権を徴収するため、国税徴収法（以下「徴収法」とい

う。）４７条１項及び６２条の規定に基づき、本件債権１及び同２を差し押さえた（以下、本件債

権１に係る差押えを「本件差押１」、本件債権２に係る差押えを「本件差押２」という。）。 
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 原告は、同日、被告に対し、本件差押１及び同２に係る各債権差押通知書（以下、本件差押１に

係る差押通知書を「本件通知書１」、本件差押２に係る差押通知書を「本件通知書２」という。）を

交付送達した（甲第１１号証及び同第１２号証）。 

 これにより、原告は、徴収法６７条の規定に基づき、本件債権１及び同２の取立権を取得した。 

５ 一部弁済 

（１）被告は、同年６月３０日、原告に対し、本件債権１のうち２４６万１３００円を支払った。 

 原告は、同日、上記弁済額を本件租税債権に充当した（甲第１３号証の１及び２）。 

（２）被告は、同年７月３１日、原告に対し、本件債権２のうち５６万８７５０円を支払った。 

 原告は、同日、上記弁済額を本件租税債権に充当した（甲第１４号証の１及び２）。 

６ 履行拒絶 

 被告は、本件債権１のうち上記弁済額を除いた５０５万３７００円、及び本件債権２のうち上記

弁済額を除いた３１１万１２５０円の各支払をしない。 

 

７ 結語 

 よって、原告は、被告に対し、①本件債権１の上記未払分５０５万３７００円のうち４０２万７

９００円及びこれに対する弁済期の翌日（平成２７年７月１日）から支払済みに至るまで商事法定

利率年６分の割合による遅延損害金、並びに②本件債権２の上記未払分３１１万１２５０円のうち

２１５万３２５０円及びこれに対する弁済期の翌日（平成２７年８月１日）から支払済みに至るま

で商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の各支払を求める。 

以上 
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別紙「租税債権目録」 省略 


